
「福岡市景観計画」の原案に対する 
意見募集（パブリック・コメント）の実施結果について 

１ 実施の主旨 

「福岡市景観計画」の改定にあたり、広く市民の意見を反映させるため、同計画の原案に対

する市民意見の募集を下記の通り実施しました。 

２ 実施方法 

（１）意見募集期間 

令和７年 10 月 20 日（月）から令和７年１1 月１9 日（水） 

（２）案の閲覧・配布場所等 

・市ホームページ 

・情報プラザ（市役所本庁舎１階）    

・情報公開室（市役所本庁舎２階） 

・住宅都市みどり局都市景観室（市役所本庁舎４階） 

・各区役所情報コーナー、 入部出張所、 西部出張所 

（３）意見の提出方法 

郵送、FAX、電子メール、オンライン回答、窓口への持参 

（４）周知方法 

市政だより、市ホームページ・ソーシャルメディア等での周知 

３ 意見の提出状況 

 ○意見提出者数 ：33 名    

○意見の件数   ：66 件 

【内訳】 

分類 件数 

序章 景観形成の考え方 基本的事項 1 件 
都市景観を取り巻く現状と課題 0 件 
理念と目標像 6 件 
基本方向 6 件 
基本方向１「九州・アジアの交流拠点にふさわしい魅
力ある景観づくり」 

5 件 

基本方向２「みどりを守り、創り、生かした景観づくり」 5 件 
基本方向３「計画的なまちづくりにあわせた賑わいと活
気のある景観づくり」 

1 件 

基本方向４「歴史と文化を守り生かす、刻の厚みを感じ
られる景観づくり」 

5 件 

第 1 章 景観計画区域 0 件 
第 2 章 良好な景観の形成に関する方針 10 件 
第 3 章 大規模建築物等に関する事項 7 件 



第 4 章 都市景観形成地区に関する事項 1 件 
第 5 章 景観資源の保全・創出に関する事項 0 件 
第 6 章 景観重要公共施設の景観形成に関する事項 0 件 
第 7 章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限
に関する事項 

3 件 

第 8 章 景観形成における推進方策 1 件 
その他 15 件 

４ 意見要旨および意見への対応 

修正：8 件、 原案どおり：11 件、 記載あり：24 件、 その他：23 件 

■修正 意見趣旨に基づき原案を修正するもの 

□原案通り 意見趣旨に基づく原案の修正がないもの 

〇記載あり 意見趣旨が原案に記載されているもの 

▽その他 個別の取組み等への要望・提案等 
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